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令和３年９月１日 

南鶴牧小学校保護者の皆様 

多摩市立南鶴牧小学校 

校長  森  信 行 

９月１日からの対応について 

 

 保護者の皆様には、８月２７日付の一斉メールとホームページにおいて、９月１日からの本校の対応

について、概要のみをお伝えしました。教育活動における制限等の詳細については本通知でお伝えしま

す。 

 本校においては、昨年度より緊急事態宣言下の感染対策を実践してまいりましたが、今後はそれらの

対策の継続を再確認することに加え、多摩市の方針に基づき、新たな対策や活動を取り入れてまいりま

す。制限や新たな活動については、（本日現在の）期間を９月１日～１７日までとしていますが、今後も

継続していく可能性が高いものや、期限が未定なものについては、「しばらくの間」という表現になって

います。 

 また、これらの対応は地域の感染状況や国・都・市の方針の変化によって変更されることもご承知お

きください。 

 

１ 登下校について 

 （１）登校時刻の分散を継続します 

学年等 登校時刻 待機場所 

１・２・３年生 ８：００～８：１０ 昇降口前のｺﾝｸﾘｰﾄｴﾘｱ 

４・５・６年生 ８：１０～８：１５ 校庭 

ふたば学級 ８：００～８：１５ 昇降口前のｺﾝｸﾘｰﾄｴﾘｱ 

※荒天時は８：００のチャイムと共に、登校した児童から校舎内に誘導します。 

 昇降口前の密集を避けるためにも、登校時刻内の登校をお願いします。 

 （２）下校時刻 

曜日 月・火・木・金 水 

時刻の目安 
１３：００～１３：２０の間に清掃を終了

させ、学級ごとに下校 

１２：４５～１３：００の間に帰りの会を

行い、学級ごとに下校 

最終下校 １３：３０までに全員下校完了 １３：１０までに全員下校完了 

※水曜日は清掃を行いません。 

 下校時刻が変更になる場合は、学年だよりや一斉メールでお知らせします。 

 

２ 時程について 

 （１）B 時程で行います。 

 （２）午前授業で４校時まで授業。 

 （３）１２：００～１２；４５が給食で、下校指導と清掃が終了したら下校。 

 

３ 健康観察ならびに体調の確認について 

 （１）昇降口でサーモカメラによる体温チェック 
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  〇中央玄関と西玄関の２か所で行います。 

 （２）教室前で担任等による健康カードの確認 

  〇児童は入室前に担任に健康カードを提示し、検温結果等の健康状態が確認された児童から手洗い

をした後に教室へ入室する。 

  〇健康カードの持参忘れや検温結果等の記入忘れについては、教室前で検温してからの確認後に入

室する。 

 （３）登校後の体調不良児童について 

  ①健康カードの忘れによる検温後に高体温や体調不良が分かった場合 

   〇教室へは入らず保健室で様子を見てから保護者へ連絡し、引き取りによる早退になります。 

  ②朝の健康観察後に体調不良になった場合 

   〇 ①の事例と同様に保護者へ連絡し、引き取りによる早退になる。 

 （４）保健室での対応 

  ①来室児童の症状による休養場所等について 

   〇けが等による来室児童と、発熱や風邪症状等の児童を衝立等で仕切った別スペースで休養させ

ます。 

   〇出入り口も別になり、発熱や風邪症状等の児童の人数が多くなったときは、別室を検温や早退

までの待機場所とします。 

  ②保健室の休養時間について 

   〇発熱や風邪症状等の児童は長時間の保健室滞在はせずに、保護者による引き取りをお願いしま

す。 

 

※校医からの助言を基に、次のような症状の場合は保護者へ連絡させていただきます。 

①検温結果が３７．５度以上 

②検温結果が健康カードに記載された平熱よりも明らかに高い 

③体温が高くなくても、風邪症状等がある場合やいつもと体調が異なる場合 

④倦怠感やだるさが有る。頭痛や腹痛がある場合も含む 

 

 

４ 児童に健康に関して、保護者の皆様へお願いしたいこと 

  〇児童並びに同居のご家族に体調不良者（軽微なものも含めて）がいる場合は登校を見合わせてく

ださい。同居のご家族にＰＣＲ検査受検予定がある場合も同様です。 

  〇登校後に体調不良発症の際は、大事をとって早退をお願いします。お迎えが必要になります。 

  〇日中は電話連絡が取れるようにしてください。代理人の方でも可です。学校へ未届けの方の場合

は担任まで事前に〈お名前 児童との関係性 連絡先等の〉連絡をください。 

  〇日々の健康観察、特に検温結果の提出は必須になります。 

  〇日中を含めた不要不急の外出や移動を自粛してください。 

 

５ 学習活動等について 

 （１）感染リスクが高いと判断し、しばらくの期間行わない活動 

①グループや少人数による話し合い活動  ②体育での身体接触を伴う活動 

③音楽での近距離で行う合唱や管楽器（リコーダー等）を用いる活動  ④家庭科での調理実習 
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 （２）活動場所の環境設定等について 

①基本の徹底 

〇３密の回避 〇マスク着用  〇活動や休み時間後の手洗い  

〇活動場所である教室や体育館の常時換気 

②教室の対策 

〇窓は５～１０ｃｍ開放する 

〇扉も５～１０ｃｍ開放し、廊下側の天窓も換気用に一部開放する 

〇気象状況が高温若しくは多湿になるときは熱中症予防のため、窓や扉を閉めて冷房効果や除湿

効果を高めることもある。但し、３０分間に１度換気の機会を設ける。 

（３）クラブ・委員会について 

①クラブはしばらく行わない。 

 〇クラブはほとんどの活動が児童同士の交流や自主的な運営で行われている。よって、接触の機

会による感染リスクが高いと判断した。 

②委員会は常時活動のみ、継続して行う。 

〇今月は 9 月 1 日の 13:00～13:30 の間で常時活動の打ち合わせを行うのみとする。 

 （４）特別支援教室 わかば について 

   〇指導開始を６日（月）からとし、全員が個別の指導を受けられるようにします。午前授業に伴

う指導時間の変更については、別途連絡します。 

 （５）外部施設による１・２・３年とふたば学級の水泳指導について 

   〇市教委と相談しながら、実施、延期、中止を判断します。 

（６）オンライン学習並びにタブレット持ち帰りについて 

今後、感染状況により臨時休校や学年閉鎖、学級閉鎖等が生じ、登校して授業を受けることができな

くなった場合は、タブレット端末等を活用したオンライン学習を実施します。その準備等は以下のよう

になります。 

①Ｗｉ-Ｆｉ接続テスト 

〇９月３日に児童はタブレットを持ち帰り、自宅のＷｉ-Ｆｉへの接続テストをします。 

〇９月６日に学校へ持参してください。 

②タブレット使用のルールについて 

〇２段階に分けてルールを通知します。１次通知（９月３日配布）、２次通知（９月６日以降）を

配布しますので、ご家庭でお読みください。 

〇１次通知は、情報モラルや機能ごとの使用制限に関するルールです。学習以外には使用しませ

ん。２次通知は家庭内での使用時間や使用場所などのルールです。 

③休校等ではない場合のオンライン学習について 

〇児童が濃厚接触者に特定され、一定期間登校ができない場合は、教室で行われている授業を同

時配信します。 

〇課題のやり取りについては、タブレット内のアプリを活用して提出ができます。 

   〇使用端末はご家庭の PC 等でも構いません。その際は Google meet や classroom をインストー

ルしてください。 

 

６ 休み時間について 

 （１）１日交代の校庭使用 
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  〇校庭での密集を避けるため、３学年＋ふたば学級が１日ずつ交代で校庭を使用します。 

〇奇数日は１・３・５年生・ふたば学級  偶数日は２・４・６年生 

〇異学年が交わらないように、芝生の東西エリアと砂地のエリアの３つに分けて遊びます。 

〇遊具等の固定施設は低学年やふたば学級が優先的に使用します。 

（２）休み時間の換気や手洗い 

〇休み時間中は教室の窓や扉は開放し、換気を行います。 

〇休み時間終了後は、必ず手を洗います。 

 

７ 給食について 

（１） 前向きで黙食を継続します。 

（２） 教師は児童と対面するため、透明衝立を教師用机に使用します。 

 

８ 学校行事について 

 （１）校外学習について 

  ①しばらくの期間について行いません。中止または延期になります。 

  ②徒歩で行ける場所で、第三者との接触が極力避けられるものについては検討のうえ実施する可能

性があります。 

 （２）八ヶ岳移動教室（６年生）について 

  ①市教委と相談の上、判断します。 

   〇判断にあたり、宿舎の感染対策、交通手段（借り上げバス）の感染対策、現地（富士見町）の

感染状況や医療機関の状況等を併せて考え、市教委との相談の上、実施、延期、中止の判断をし

ます。 

   〇判断の際には、学年の保護者の代表の方からお考えをお聞きし、参考にさせていただくことも

あります。 

   〇９月中旬までには判断をして、お知らせをします。 

  ②説明会について 

   〇保護者説明会はオンラインで行います。 

 （３）保護者会について 

   〇全学年（ふたば含む）がオンラインで実施します。 

 （４）学芸会について 

   〇地域の感染状況や現在の学習活動制限を考慮して、９月中に実施、延期、中止の判断をします。 

 （５）避難訓練について 

   〇８月３０日に予定されていた集団下校訓練については代替日を設けずに、安全指導日に教室で

児童へ指導します。 

 

９ 課外活動について 

  〇７:４５から行っていたモーニングプラス 

  〇秋から予定していた放課後教室 

  〇南鶴牧小学校合唱団 

 上記の活動は、しばらくの期間行いません。再開する際は、別途連絡をします。 


